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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原盤上にレジスト層を成膜する工程と、
　上記原盤上に成膜されたレジスト層を露光現像し、レジスト層にパターンを形成する工
程と、
　上記レジスト層にパターンが形成された原盤を、電極の凹凸形状上に配置し、上記電極
の凹凸形状を用いて、上記原盤の表面に対して斜め方向に異方性エッチングし、上記原盤
表面に凹凸形状を形成することにより、微細加工体を作製する工程と
　を備える微細加工体の製造方法。
【請求項２】
　上記原盤は、曲面を有し、
　上記電極は、上記原盤の曲面とほぼ同一または相似の曲面を有し、
　上記電極の曲面に上記電極の凹凸形状が形成されている請求項１記載の微細加工体の製
造方法。
【請求項３】
　上記原盤は、円筒状、または球面状を有する請求項２記載の微細加工体の製造方法。
【請求項４】
　上記エッチングの工程では、上記電極の凹凸形状を用いて、２以上の異なる方向に上記
原盤を異方性エッチングする請求項１記載の微細加工体の製造方法。
【請求項５】
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　上記エッチングの工程では、上記電極の凹凸形状を用いて、上記原盤の表面の領域に応
じて、異方性エッチングの方向を変化させる請求項４記載の微細加工体の製造方法。
【請求項６】
　上記レジスト層は、無機レジスト層である請求項１記載の微細加工体の製造方法。
【請求項７】
　上記無機レジスト層の成膜工程では、上記無機レジスト層をスパッタリング法により成
膜する請求項６記載の微細加工体の製造方法。
【請求項８】
　上記微細加工体の作製工程後に、上記微細加工体の凹凸形状を樹脂材料に転写すること
により、上記微細加工体の複製を作製する工程をさらに備える請求項１記載の微細加工体
の製造方法。
【請求項９】
　エッチング反応槽と、
　上記エッチング反応槽内に対向配置された第１の電極および第２の電極と
　を備え、
　上記第１の電極が、原盤を配置する凹凸形状を有し、
　レジスト層にパターンが形成された原盤を、上記第１の電極の凹凸形状上に配置し、上
記第１の電極の凹凸形状を用いて、上記原盤の表面に対して斜め方向に異方性エッチング
し、上記原盤表面に凹凸形状を形成することにより、微細加工体を作製するエッチング装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微細加工体の製造方法、およびそれに用いるエッチング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、微細加工体の製造技術が種々検討されている。例えば、光の表面反射防止を目的
として、光学素子表面に微細かつ緻密な凹凸構造（モスアイ構造）を形成する技術が提案
されている（例えば非特許文献１参照）。
【０００３】
　一般に、光学素子表面に周期的な凹凸形状を設けた場合、ここを光が透過するときには
回折が発生し、透過光の直進成分が大幅に減少する。しかし、凹凸形状のピッチが透過す
る光の波長よりも短い場合には回折は発生せず、例えば凹凸形状を矩形としたときに、そ
のピッチや深さなどに対応する単一波長の光に対して有効な反射防止効果を得ることがで
きる。
【０００４】
　本発明者らは、このような微細加工体の製造方法として、光ディスクの原盤作成プロセ
スとエッチングプロセスとを融合した方法を提案している（例えば特許文献１参照）。こ
の方法では、釣鐘形状や楕円錐台形状の構造体を形成することができる。
【０００５】
　一般的な光ディスクの原盤作製プロセスでは、凹凸パターンは以下のようにして作製さ
れる。まず、感光材であるレジストをシンナーで希釈した溶液を、平滑なガラス基板上に
スピンコート法により塗布することによって、均一な膜厚で平滑なレジスト膜を基板上に
形成する。次に、基板のレジスト膜を光学記録装置により種々の露光パターンを記録し、
現像する。ことにより、均一な深さや幅を有する凹凸パターンが形成される。
【０００６】
【非特許文献１】「光技術コンタクト」Vol.43,No.11(2005),630-637
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１７６０７６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、近年では、反射防止などを目的として、上述の凹凸構造（モスアイ構造）を
種々の光学部品に対して形成することが望まれるようになっている。
【０００９】
　したがって、この発明の目的は、微細な凹凸パターンを有する微細加工体の製造方法、
およびそれに用いられるエッチング装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の課題を解決するために、第１の発明は、
　原盤上にレジスト層を成膜する工程と、
　原盤上に成膜されたレジスト層を露光現像し、レジスト層にパターンを形成する工程と
、
　レジスト層にパターンが形成された原盤を、電極の凹凸形状上に配置し、電極の凹凸形
状を用いて、原盤の表面に対して斜め方向に異方性エッチングし、原盤表面に凹凸形状を
形成することにより、微細加工体を作製する工程と
　を備える微細加工体の製造方法である。
【００１２】
　第２の発明は、
　エッチング反応槽と、
　エッチング反応槽内に対向配置された第１の電極および第２の電極と
　を備え、
　第１の電極が、原盤を配置する凹凸形状を有し、
　レジスト層にパターンが形成された原盤を、第１の電極の凹凸形状上に配置し、第１の
電極の凹凸形状を用いて、原盤の表面に対して斜め方向に異方性エッチングし、原盤表面
に凹凸形状を形成することにより、微細加工体を作製するエッチング装置である。
【００１４】
　本発明において、四方格子とは、正四角形状の格子のことをいう。準四方格子とは、正
四角形状の格子とは異なり、歪んだ正四角形状の格子のことをいう。具体的には、構造体
が直線上に配置されている場合には、準四方格子とは、正四角形状の格子を直線状の配列
方向に引き伸ばして歪ませた四方格子のことをいう。構造体が円弧上に配置されている場
合には、準四方格子とは、正四角形状の格子を円弧状に歪ませた四方格子、または、正四
角形状の格子を円弧状に歪ませ、かつ、円弧状の配列方向に引き伸ばして歪ませた四方格
子のことをいう。
【００１５】
　本発明において、六方格子とは、正六角形状の格子のことをいう。準六方格子とは、正
六角形状の格子とは異なり、歪んだ正六角形状の格子のことをいう。具体的には、構造体
が直線上に配置されている場合には、準六方格子とは、正六角形状の格子を直線状の配列
方向に引き伸ばして歪ませた六方格子のことをいう。構造体が円弧上に配置されている場
合には、準六方格子とは、正六角形状の格子を円弧状に歪ませた六方格子、または、正六
角形状の格子を円弧状に歪ませ、かつ、円弧状の配列方向に引き伸ばして歪ませた六方格
子のことをいう。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように、この発明によれば、微細な凹凸パターンを有する微細加工体の製
造方法を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施形態について図面を参照しながら以下の順序で説明する。なお、以下の実
施形態の全図においては、同一または対応する部分には同一の符号を付す。
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（１）第１の実施形態（円筒状のマスタの例）
（２）第２の実施形態（円筒状の原盤を横にして露光する例）
（３）第３の実施形態（円筒状の原盤の内周面に構造体を配列する例）
（４）第４の実施形態（四方格子状に構造体を配列する例）
（５）第５の実施形態（球面状のマスタの作製例）
（６）第６の実施形態（傾斜した構造体を有するマスタ）
（７）第７の実施形態（凹形状の構造体を基体表面に形成する例）
（８）第８の実施形態（レジスト層の凹凸パターンを直接転写する例）
（９）第９の実施形態（表示装置に対する第１の適用例）
（１０）第１０の実施形態（表示装置に対する第２の適用例）
【００１９】
＜１．第１の実施形態＞
［光学素子の構成］
　図１Ａは、本発明の第１の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略平面図であ
る。図１Ｂは、図１Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図である。図１Ｃは、
図１ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図１Ｄは、図１Ｂのトラッ
クＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。
【００２０】
　この光学素子１は、ディスプレイ、光エレクトロニクス、光通信（光ファイバー）、太
陽電池、照明装置など種々の光学部品に適用して好適なものある。具体的には例えば、光
学部品としては、偏光子、レンズ、導光板、窓材、および表示素子のいずれか１種を挙が
ることができる。
【００２１】
　光学素子１は、基体２と、この基体２の表面に形成された、凸部である構造体３とを備
える。この光学素子１は、構造体３が設けられた基体表面に対して入射する光の反射を防
止する機能を有している。以下では、図１に示すように、基体２の一主面内において直交
する２つの軸をＸ軸、Ｙ軸と称し、基体２の一主面に垂直な軸をＺ軸と称する。また、構
造体３間に空隙部２ａがある場合には、この空隙部２ａに微細凹凸形状を設けることが好
ましい。このような微細凹凸形状を設けることで、光学素子１の反射率をさらに低減する
ことができるからである。
　以下、光学素子１を構成する基体２、および構造体３について順次説明する。
【００２２】
（基体）
　基体２は、透明性を有する透明基体である。基体２の材料としては、例えば、ポリカー
ボネート（ＰＣ）やポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）などの透明性合成樹脂、ガラ
スなどを主成分とするものが挙げられるが、特にこれらの材料に限定されるものではない
。
【００２３】
　基体２の形状としては、例えば、フィルム状、シート状、プレート状、ブロック状を挙
げることができるが、特にこれらの形状に限定されるものではない。基体２の形状は、デ
ィスプレイ、光エレクトロニクス、光通信、太陽電池、照明装置など所定の反射防止機能
が必要とされる各種光学デバイスの本体部分や、これらの光学デバイスに取り付けられる
シートやフィルム状などの反射防止機能部品の形状に合わせて選択決定することが好まし
い。
【００２４】
（構造体）
　図２は、図１に示した光学素子の一部を拡大して表す斜視図である。基体２の表面には
、凸部である構造体３が多数配列されている。この構造体３は、使用環境下の光の波長以
下の短いピッチ、例えば可視光の波長と同程度のピッチで周期的に２次元配置されている
。使用環境下の光は、例えば、紫外光、可視光、赤外光である。ここで、紫外光とは１０
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ｎｍ以上３６０ｎｍ未満の波長範囲を有する光、可視光とは３６０ｎｍ以上８３０ｎｍ以
下の光、赤外光とは８３０ｎｍを超えて１ｍｍ以下の光をいう。
【００２５】
　光学素子１の構造体３は、基体２の表面において複数列のトラックＴ１，Ｔ２，Ｔ３，
・・・（以下総称して「トラックＴ」ともいう。）をなすような配置形態を有する。ここ
で、トラックとは、構造体３が列をなして直線状に連なった部分のことをいう。隣接する
構造体３の下部同士を重ね合わせて、構造体３の下部同士を接合するようにしてもよい。
この構造体３の接合は、隣接関係にある構造体３の全てまたは一部でなされる。例えば、
トラック方向に配置される構造体３の下部同士が重ね合わされて接合される。このように
構造体３の下部同士を接合することで、反射特性を向上することができる。
【００２６】
　構造体３は、隣接する２つのトラックＴ間において、半ピッチずれた位置に配置されて
いる。具体的には、隣接する２つのトラックＴ間において、一方のトラック（例えばＴ１
）に配列された構造体３の中間位置（半ピッチずれた位置）に、他方のトラック（例えば
Ｔ２）の構造体３が配置されている。その結果、図１Ｂに示すように、隣接する３列のト
ラック（Ｔ１～Ｔ３）間においてａ１～ａ７の各点に構造体３の中心が位置する六方格子
パターンまたは準六方格子パターンを形成するように構造体３が配置されている。この第
１の実施形態において、六方格子パターンとは、正六角形状の格子パターンのことをいう
。また、準六方格子パターンとは、正六角形状の格子パターンとは異なり、トラックの延
在方向（Ｘ軸方向）に引き伸ばされ歪んだ六方格子パターンのことをいう。
【００２７】
　構造体３が準六方格子パターンを形成するように配置されている場合には、図１Ｂに示
すように、同一トラック（例えばＴ１）内における構造体３の配置ピッチＰ１（ａ１～ａ
２間距離）は、隣接する２つのトラック（例えばＴ１およびＴ２）間における構造体３の
配置ピッチ、すなわちトラックの延在方向に対して±θ方向における構造体３の配置ピッ
チＰ２（例えばａ１～ａ７，ａ２～ａ７間距離）よりも長くなっていることが好ましい。
このように構造体３を配置することで、構造体３の充填密度の更なる向上を図れるように
なる。
【００２８】
　構造体３の高さは特に限定されず、透過させる光の波長領域に応じて適宜設定される。
構造体３の高さは、例えば２３６ｎｍ～４５０ｎｍ、好ましくは４１５ｎｍ～４２１ｎｍ
である。構造体３のアスペクト比（高さＨ／配置ピッチＰ）は、０．８１～１．４６の範
囲に設定することが好ましい。０．８１未満であると反射特性および透過特性が低下する
傾向にあり、１．４６を超えると光学素子１の作製時において剥離特性が低下し、レプリ
カの複製が綺麗に取れなくなる傾向があるからである。
【００２９】
　なお、本発明においてアスペクト比は、以下の式（１）により定義される。
　アスペクト比＝Ｈ／Ｐ・・・（１）
　但し、Ｈ：構造体３の高さ、Ｐ：平均配置ピッチ（平均周期）
　ここで、平均配置ピッチＰは以下の式（２）により定義される。
　平均配置ピッチＰ＝（Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ２）／３　・・・（２）
　但し、Ｐ１：トラックの延在方向の配置ピッチ（トラック延在方向周期）、Ｐ２：トラ
ックの延在方向に対して±θ方向（但し、θ＝６０°－δ、ここで、δは、好ましくは０
°＜δ≦１１°、より好ましくは３°≦δ≦６°）の配置ピッチ（θ方向周期）
【００３０】
　また、構造体３の高さＨは、構造体３の列方向の高さＨ２とする（図２参照）。ここで
、列方向とは、基体表面内において、トラックの延在方向（Ｘ軸方向）に直交する方向（
Ｙ軸方向）のことをいう。後述する製造方法により光学素子１を作製する場合、構造体３
のトラック延在方向の高さＨ１は、列方向の高さＨ２よりも小さくすることが好ましい。
このような高さの関係とすると、後述する製造方法では、構造体３のトラック延在方向以
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外の部分における高さは、列方向の高さＨ２とほぼ同一となる。このため、構造体３の高
さＨを列方向の高さＨ２で代表する。
【００３１】
　図２では、構造体３は、それぞれ同一の形状を有しているが、構造体３の形状はこれに
限定されるものではなく、基体表面に２種以上の形状の構造体３が形成されていてもよい
。また、構造体３は、基体２と一体的に形成されていてもよい。
【００３２】
　なお、構造体３のアスペクト比は全て同一である場合に限らず、構造体３が一定の高さ
分布（例えばアスペクト比０．８３～１．４６程度の範囲）をもつように構成されていて
もよい。高さ分布を有する構造体３を設けることで、反射特性の波長依存性を低減するこ
とができる。したがって、優れた反射防止特性を有する光学素子１を実現することができ
る。
【００３３】
　ここで、高さ分布とは、２種以上の高さ（深さ）を有する構造体３が基体２の表面に設
けられていることを意味する。すなわち、基準となる高さを有する構造体３と、この構造
体３とは異なる高さを有する構造体３とが基体２の表面に設けられていることを意味する
。基準とは異なる高さを有する構造体３は、例えば基体２の表面に周期的または非周期的
（ランダム）に設けられている。その周期性の方向としては、例えばトラックの延在方向
、列方向などが挙げられる。
【００３４】
　構造体３の材料としては、例えば、紫外線、もしくは電子線により硬化する電離放射線
硬化型樹脂、または熱により硬化する熱硬化型樹脂を主成分とするものが好ましく、紫外
線で硬化できる紫外線硬化樹脂を主成分とするものが最も好ましい。
【００３５】
　構造体３は、この構造体３の頂部から底部に向かって徐々に広がる曲面を有しているこ
とが好ましい。このような形状にすることにより、転写性を良好にすることができるから
である。
【００３６】
　構造体３の頂部は、例えば、平面、または凸状の曲面、好ましくは、凸状の曲面である
。このように凸状の曲面とすることで、光学素子１の耐久性を向上することができる。ま
た、構造体３の頂部に、構造体３よりも屈折率が低い低屈折率層を形成してもよく、この
ような低屈折率層を形成することで、反射率を下げることが可能となる。
【００３７】
　構造体３の全体形状としては、例えば、錐体形状を挙げることができる。錐体形状とし
ては、円錐形状、円錐台形状、楕円錐形状、楕円錐台形状、頂部に曲率を持たせた円錐形
状、頂部に曲率を持たせた楕円錐形状を挙げることができる。ここで、錐体形状とは、円
錐形状および円錐台形状以外にも、楕円錐形状、楕円錐台形状、頂部に曲率を持たせた円
錐形状、および頂部に曲率を持たせた楕円錐形状を含む概念である。また、円錐台形状と
は、円錐形状の頂部を切り落とした形状をいい、楕円錐台形状とは、楕円錐の頂部を切り
落とした形状のことをいう。なお、構造体３の全体形状は、これらの形状に限定されるも
のではなく、所望の特性に応じて適宜選択することが可能である。
【００３８】
　より具体的には、楕円錐形状を有する構造体３は、底面が長軸と短軸をもつ楕円形、長
円形または卵型の錐体構造で、頂部が曲面である構造体である。楕円錐台形状を有する構
造体３は、底面が長軸と短軸をもつ楕円形、長円形または卵型の錐体構造で、頂部が平坦
である構造体である。構造体３を楕円錐形状または楕円錐台形状とする場合、構造体３の
底面の長軸方向がトラックの延在方向（Ｘ軸方向）となるように、構造体３を基体表面に
形成することが好ましい。
【００３９】
［マスタの構成］
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　図３は、上述の構成を有する光学素子を作製するためのマスタの構成の一例を示す。図
３に示すように、マスタ１１は、いわゆるロールマスタであり、円筒状の原盤１２の表面
に凹部である構造体１３が多数配列された構成を有している。この構造体１３は、光学素
子１の使用環境下の光の波長以下、例えば可視光の波長と同程度のピッチで周期的に２次
元配列されている。構造体１３は、例えば、円柱状の原盤１２の表面に同心円状またはス
パイラル状上に配置されている。構造体１３は、上述の基体２の表面に凸部である構造体
３を形成するためのものである。原盤１２の材料は、例えばガラスを用いることができる
が、この材料に特に限定されるものではない。
【００４０】
［露光装置の構成］
　図４は、上述の構成を有するマスタを作製するための露光装置の構成の一例を示す概略
図である。この露光装置は、光学ディスク記録装置をベースとして構成されている。
【００４１】
　レーザ光源２１は、記録媒体としての原盤１２の表面に着膜されたレジストを露光する
ための光源であり、例えば波長λ＝２６６ｎｍの記録用のレーザ光１５を発振するもので
ある。レーザ光源２１から出射されたレーザ光１５は、平行ビームのまま直進し、電気光
学素子（ＥＯＭ：Electro Optical Modulator）２２へ入射する。電気光学素子２２を透
過したレーザ光１５は、ミラー２３で反射され、変調光学系２５に導かれる。
【００４２】
　ミラー２３は、偏光ビームスプリッタで構成されており、一方の偏光成分を反射し他方
の偏光成分を透過する機能をもつ。ミラー２３を透過した偏光成分はフォトダイオード２
４で受光され、その受光信号に基づいて電気光学素子２２が制御されてレーザ光１５の位
相変調が行われる。
【００４３】
　変調光学系２５において、レーザ光１５は、集光レンズ２６により、ガラス（ＳｉＯ2

）などからなる音響光学素子（ＡＯＭ：Acoust-Optic Modulator）２７に集光される。レ
ーザ光１５は、音響光学素子２７により強度変調され発散した後、コリメータレンズ２８
によって平行ビーム化される。変調光学系２５から出射されたレーザ光１５は、ミラー３
１によって反射され、移動光学テーブル３２上に水平かつ平行に導かれる。
【００４４】
　移動光学テーブル３２は、ビームエキスパンダ３３、および対物レンズ３４を備えてい
る。移動光学テーブル３２に導かれたレーザ光１５は、ビームエキスパンダ３３により所
望のビーム形状に整形された後、対物レンズ３４を介して、原盤１２上のレジスト層へ照
射される。原盤１２は、スピンドルモータ３５に接続されたターンテーブル３６の上に載
置されている。そして、原盤１２を回転させるとともに、レーザ光１５を原盤１２の高さ
方向に移動させながら、レジスト層へレーザ光１５を間欠的に照射することにより、レジ
スト層の露光工程が行われる。形成された潜像は、例えば、円周方向に長軸を有する略楕
円形になる。レーザ光１５の移動は、移動光学テーブル３２を矢印Ｒ方向へ移動すること
によって行われる。
【００４５】
　露光装置は、図１Ｂに示した六方格子または準六方格子の２次元パターンに対応する潜
像をレジスト層に形成するための制御機構３７を備えている。制御機構３７は、フォーマ
ッタ２９とドライバ３０とを備える。フォーマッタ２９は、極性反転部を備え、この極性
反転部が、レジスト層に対するレーザ光１５の照射タイミングを制御する。ドライバ３０
は、極性反転部の出力を受けて、音響光学素子２７を制御する。
【００４６】
　この露光装置では、２次元パターンが空間的にリンクするように１トラック毎に極性反
転フォーマッタ信号と記録装置の回転コントロラーとを同期させ信号を発生し、音響光学
素子２７により強度変調している。角速度一定（ＣＡＶ：Constant Angular Velocity）
で適切な回転数と適切な変調周波数と適切な送りピッチとでパターニングすることにより
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、六方格子または準六方格子パターンをレジスト層に記録することができる。
【００４７】
［エッチング装置の構成］
　図５は、上述の構成を有するマスタを作製するためのエッチング装置の構成の一例を示
す概略図である。エッチング装置は、いわゆるＲＩＥ（Reactive Ion Etching）装置であ
り、図５に示すように、エッチング反応槽４１と、カソード（陰極）である円柱電極４２
と、アノード（陽極）である対向電極４３とを備える。円柱電極４２は、エッチング反応
槽４１の中央に配置されている。対向電極４３が、エッチング反応槽４１の内側に設けら
れている。円柱電極４２は、円筒状の原盤１２を着脱可能な構成を有している。円柱電極
４２は、例えば、筒状の原盤１２の円筒面とほぼ同一または相似の円柱面、具体的には、
円筒状の原盤１２の内周面よりも多少小さい径を有する円柱面を有する。円柱電極４３が
、ブロッキングコンデンサ４４を介して、例えば１３．５６ＭＨｚの高周波電源（ＲＦ）
４５に対して接続される。対向電極４３は、アースに対して接続される。
【００４８】
　上述の構成を有するエッチング装置では、高周波電源４５により対向電極４３と円柱電
極４２との間に高周波電圧が印加されると、対向電極４３と円柱電極４２との間にプラズ
マが発生する。対向電極４３はアースに接続されているため、電位が変わらないのに対し
て、円柱電極４２は、ブロッキングコンデンサ４４により回路が遮断されているのため、
マイナス電位になり電圧降下が発生する。この電圧降下により、円柱電極４２の円柱面に
垂直な方向に電界が発生し、プラズマ中のプラスイオンは、円筒状の原盤１２の外周面に
垂直に入射し、異方性エッチングが行われる。
【００４９】
［光学素子の製造方法］
　図６～図７を参照して、本発明の第１の実施形態に係る光学素子の製造方法について説
明する。
【００５０】
　第１の実施形態に係る光学素子の製造方法は、光ディスクの原盤作成プロセスとエッチ
ングプロセスとを融合した方法である。この製造方法は、原盤にレジスト層を形成するレ
ジスト成膜工程と、露光装置を用いてレジスト層に潜像を形成する露光工程と、潜像が形
成されたレジスト層を現像する現像工程と、エッチングによりマスタを製作するエッチン
グ工程と、紫外線硬化樹脂により複製基板を製作する複製工程とを備える。
　以下、本発明の第１の実施形態に係る光学素子の製造方法の各工程について順次説明す
る。
【００５１】
（レジスト成膜工程）
　まず、図６Ａに示すように、円筒状の原盤１２を準備する。この原盤１２は、例えばガ
ラス原盤である。次に、図６Ｂに示すように、スパッタリング法により無機レジスト層１
４を円筒状の原盤１２の外周面に成膜する。無機系レジストとしては、例えば、タングス
テンやモリブデンなどの１種または２種以上の遷移金属からなる金属酸化物を用いること
ができる。
【００５２】
（露光工程）
　次に、図６Ｃに示すように、図４に示した露光装置を用いて、原盤１２を回転させると
共に、レーザ光（露光ビーム）１５を無機レジスト層１４に照射する。このとき、レーザ
光１５を原盤１２の高さ方向に移動させながら、レーザ光１５を間欠的に照射することで
、無機レジスト層１４を全面にわたって露光する。これにより、レーザ光１５の軌跡に応
じた潜像１６が、例えば、可視光波長と同程度のピッチで無機レジスト層１４の全面にわ
たって形成される。
【００５３】
（現像工程）
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　次に、原盤１２を回転させながら、無機レジスト層１４上に現像液を滴下して、図７Ａ
に示すように、無機レジスト層１４を現像処理する。無機レジスト層１４をポジ型のレジ
ストにより形成した場合には、レーザ光１５で露光した露光部は、非露光部と比較して現
像液に対する溶解速度が増すので、図７Ａに示すように、潜像（露光部）１６に応じたパ
ターンが無機レジスト層１４に形成される。
【００５４】
（エッチング工程）
　次に、図５に示したエッチング装置を用いて、原盤１２の上に形成された無機レジスト
層１４のパターン（レジストパターン）をマスクとして、原盤１２の表面をエッチング処
理する。これにより、図７Ｂに示すように、例えば、トラックの延在方向に長軸方向をも
つ楕円錐形状または楕円錐台形状の凹部、すなわち構造体１３を得ることができる。
【００５５】
　また、必要に応じて、エッチング処理とアッシング処理を交互に行うようにしてもよい
。このようにすることで、種々の曲面を有する構造体１３を形成することができる。例え
ば、アッシングとエッチングとを繰り返し交互に行うと共に、エッチングの時間を徐々に
長くすることにより、構造体３の形状を、頂部の傾きが緩やかで中央部から底部に徐々に
急峻な傾きの楕円錐形状にできる。また、無機レジスト層１４の３倍以上の深さ（選択比
３以上）のガラスマスターを作製でき、構造体３の高アスペクト比化を図ることができる
。
　以上により、六方格子パターンまたは準六方格子パターンを有するマスタ１１が得られ
る。
【００５６】
（複製工程）
　次に、マスタ１１と紫外線硬化樹脂を塗布したアクリルシートなどの基体２とを密着さ
せ、紫外線を照射し紫外線硬化樹脂を硬化させた後、マスタ１１から基体２を剥離する。
これにより、図７Ｃに示すように、目的とする光学素子１が作製される。
【００５７】
　第１の実施形態によれば、スパッタリング法により無機レジスト層１４を成膜するので
、円筒状の原盤１２の表面に均一な膜厚で、かつ平滑な無機レジスト膜を成膜できる。ま
た、円筒状の原盤１２を円柱電極４２に配置しリアクティブイオンエッチングするので、
プラスイオンを円筒状の原盤１２の外周面に垂直に入射させ、異方性エッチングすること
ができる。以上により、均一な深さや幅を有する凹凸パターンを、円柱面を有する原盤１
２に形成できる。
【００５８】
　また、光ディスクの原盤作成プロセスとエッチングプロセスとを融合した方法を用いて
、光学素子１を作製する場合には、電子線露光を用いて光学素子１を作製した場合に比べ
て、原盤作製プロセスに要する時間（露光時間）を大幅に短縮することができる。したが
って、光学素子１の生産性を大幅に向上することができる。
【００５９】
　また、構造体３の頂上部の形状を先鋭でなく滑らかな形状、例えば高さ方向に向けて突
出する滑らかな曲面とした場合には、光学素子１の耐久性を向上することができる。また
、マスタ１１に対する光学素子１の剥離性を向上することもできる。
【００６０】
　一般的なスピンコート法による有機レジスト膜の形成プロセスでは、原盤が曲面（円筒
形、球形）有するものである場合、塗布むらを生じ、均一な膜厚で平滑なレジスト膜を形
成することは困難である。したがって、均一な深さや幅を有する凹凸パターンを曲面状の
原盤表面に形成することは困難である。これに対して、第１の実施形態では、スパッタリ
ング法により無機レジスト層１４を成膜するので、円筒状の原盤１２の表面に均一な膜厚
で、かつ平滑な無機レジスト膜を成膜できる。したがって、均一な深さや幅を有する凹凸
パターンを曲面状の原盤表面に形成することができる。
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【００６１】
　また、上述の製造方法を応用することで、円筒形や球形などの曲面を有する原盤以外に
も、均一な深さや幅を有する凹凸パターンを形成することができる。例えば、シート状、
テープ状、棒状、針状、直方体状（ボックス状）、ワイヤーフレーム状、円筒状などの原
盤に対して、均一な深さや幅を有する凹凸パターンを形成することができる。また、直方
体状を有する中空の基体、円筒形状を有する中空の原盤の内部に対しても、均一な深さや
幅を有する凹凸パターンを形成することができる。
【００６２】
＜２．第２の実施形態＞
　図８は、本発明の第２の実施形態に係る光学素子の製造に用いる露光装置の構成の一例
を示す概略図である。図８に示すように、第２の実施形態は、円筒状の原盤１２を横にし
て露光する点において、第１の実施形態とは異なっている。
【００６３】
　この露光装置は、ターンテーブル６０、スピンドルサーボ６１、レーザ光源５１（２６
６ｎｍ）、ミラーＭ１およびミラーＭ２、駆動回路（ドライバ）５８、移動光学テーブル
５３、電圧周波数制御器５７、エアスライダ（図示せず）、送りサーボ（図示せず）、離
軸法（Skew Method）のフォーカスサーボ（図示せず）を、その主要部として備えている
。
【００６４】
　レーザ光源５１は、記録媒体としての円筒状の原盤１２の表面に着膜されたレジストを
露光するための光源であり、例えば波長λ＝２６６ｎｍの記録用のレーザ光５２を発振す
るものである。但し、露光用の光源としては、特にこのようなレーザ光源５１のみに限定
されるものではない。このレーザ光源５１より出射されたレーザ光５２は、平行ビームの
まま直進し、ミラーＭ１およびミラーＭ２で反射されて向きを変えて、移動光学テーブル
５３へと導かれる。
【００６５】
　移動光学テーブル５３には、２つのウェッジプリズム５４と１つの音響光学変調偏向器
（ＡＯＭ／ＡＯＤ；Acoustic Optical Modulator／Acoustic Optical Deflector）５５と
が配置されている。これらウェッジプリズム５４および音響光学変調偏向器５５は、平行
ビームのまま入射して来たレーザ光５２と格子面とがブラッグの条件を満たすと共にビー
ム水平高さが変わらないように配置されている。音響光学変調偏向器５５に用いられる音
響光学素子としては石英（ＳｉＯ2）が好適である。
【００６６】
　音響光学変調偏向器５５には、所定の信号が駆動回路５８から供給される。駆動回路５
８には、電圧周波数制御器（ＶＣＯ）５７から高周波信号が供給される。電圧周波数制御
器５７には制御信号が供給される。音響光学変調偏向器５５は、ブラッグ回折における一
次回折光強度が超音波パワーにほぼ比例することを利用したものであり、記録信号に基づ
いて超音波パワーを変調してレーザ光５２の光変調を行い、所定の露光パターンを形成す
る。ブラッグ回折を実現するために、ブラッグ条件；２ｄｓｉｎθ＝ｎλ（ここに、ｄ：
格子間隔、λ：レーザ光波長、θ：レーザ光と格子面のなす角、ｎ：整数である）を満た
すように、レーザ光５２の光軸に対する音響光学変調偏向器５５の位置関係および姿勢を
設定する。電圧周波数制御器５７からの制御信号（ウォブルを形成するための信号）によ
り、格子間隔ｄが変化し、ブラッグ条件（２ｄｓｉｎθ＝ｎλ）により、θが変化するこ
とにより、偏向（ウォブル）される。
【００６７】
　上述のようにして変調および偏向（ウォブル）されたレーザ光５２は、ビームエキスパ
ンダ５６により所望のビーム形状に整形された後、ミラーＭ３および対物レンズ５９によ
り円筒状の原盤１２の無機レジストに照射され、所望の構造体の潜像を形成する。光学的
記録装置は、スピンドルサーボにより回転数を制御し、送りサーボによりエアスライダの
送りを制御し、フォーカスサーボにより焦点を制御し、図８に示すような露光を行う。
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【００６８】
＜３．第３の実施形態＞
　図９は、本発明の第２の実施形態に係る光学素子の製造に用いる露光装置の構成の一例
を示す概略図である。図９に示すように、第３の実施形態は、円筒状の原盤１２の内周面
に無機レジスト層を形成し、この無機レジスト層を露光する点において、第２の実施形態
とは異なっている。
【００６９】
＜４．第４の実施形態＞
　図１０Ａは、本発明の第４の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略平面図で
ある。図１０Ｂは、図１０Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図である。図１
０Ｃは、図１０ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図１０Ｄは、図
１０ＢのトラックＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。
【００７０】
　第４の実施形態に係る光学素子１は、構造体３が、隣接する３列のトラック間において
四方格子パターンまたは準四方格子パターンをなしている点において、第１の実施形態の
ものとは異なっている。ここで、準四方格子パターンとは、正四方格子パターンと異なり
、トラックの延在方向（Ｘ軸方向）に引き伸ばされ歪んだ四方格子パターンを意味する。
構造体３が四方格子パターンまたは準四方格子パターンに周期的に配置されている場合に
は、例えば、構造体３が４回対称となる方位で隣接する。また、四方格子をより引き伸ば
し歪ませることにより、同一トラックの構造体３に対しても隣接させることが可能となり
、４回対称となる方位に加えて同一トラック方向の２箇所でも隣接した充填密度の高い配
置がなされる。
【００７１】
　隣接する２つのトラックＴ間において、一方のトラック（例えばＴ１）に配列された構
造体３の中間位置（半ピッチずれた位置）に、他方のトラック（例えばＴ２）の構造体３
が配置されている。その結果、図１０Ｂに示すように、隣接する３列のトラック（Ｔ１～
Ｔ３）間においてａ１～ａ４の各点に構造体３の中心が位置する四方格子パターンまたは
準四方格子パターンを形成するように構造体３が配置されている。
【００７２】
　構造体３の高さ（深さ）は特に限定されず、透過させる光の波長領域に応じて適宜設定
される。例えば、可視光を透過させる場合、構造体３の高さ（深さ）は１５０ｎｍ～５０
０ｎｍであることが好ましい。トラックＴに対してθ方向のピッチＰ２は、例えば、２７
５ｎｍ～２９７ｎｍ程度である。構造体３のアスペクト比（高さＨ／配置ピッチＰ）は、
例えば、０．５４～１．１３程度である。更に、構造体３のアスペクト比は全て同一であ
る場合に限らず、構造体３が一定の高さ分布をもつように構成されていてもよい。
【００７３】
　同一トラック内における構造体３の配置ピッチＰ１は、隣接する２つのトラック間にお
ける構造体３の配置ピッチＰ２よりも長いことが好ましい。また、同一トラック内におけ
る構造体３の配置ピッチをＰ１、隣接する２つのトラック間における構造体３の配置ピッ
チをＰ２としたとき、比率Ｐ１/Ｐ２が、１．４＜Ｐ１／Ｐ２≦１．５の関係を満たすこ
とが好ましい。このような数値範囲にすることで、楕円錐または楕円錐台形状を有する構
造体の充填率を向上することができるので、反射防止特性を向上することができる。
【００７４】
　第４の実施形態では、上述の第１の実施形態と同様に、反射防止特性に優れた光学素子
１を得ることができる。
【００７５】
＜５．第５の実施形態＞
［光学素子の構成］
　図１１Ａは、本発明の第５の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略平面図で
ある。図１１Ｂは、図１２Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図である。図１
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１Ｃは、図１１ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図１１Ｄは、図
１１ＢのトラックＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。
【００７６】
　第５の実施形態に係る光学素子１は、球面状の面を有し、この球面上に構造体３が形成
されている点において、第１の実施形態とは異なっている。球面は、例えば凸状または凹
状の球面である。光学素子１は、例えば、凹レンズ、または凸レンズである。図１１では
、光学素子１が凹状の球面を有する場合が例として示されている。
　第５の実施形態に係る光学素子１において、上記以外のことは第１の実施形態と同様で
ある。
【００７７】
［マスタの構成］
　図１２は、上述の構成を有する光学素子を作製するためのマスタの構成の一例を示す。
第５の実施形態に係るマスタ１１は、球面状の面を有し、この球面上に構造体１３が形成
されている点において、第１の実施形態とは異なっている。球面は、例えば凸状または凹
状の球面である。図１２では、マスタ１１が凸状の球面を有する場合が例として示されて
いる。
　第５の実施形態に係るマスタ１１において、上記以外のことは第１の実施形態と同様で
ある。
【００７８】
［露光装置の構成］
　図１３は、上述の構成を有するマスタを作製するための露光装置の構成の一例を示す概
略図である。移動光学テーブル３２は、ビームエキスパンダ３３、ミラー３８および対物
レンズ３４を備えている。また、対物レンズ３４の直下の位置には、ポジションセンサ（
図示せず）が設けられている。このポジションセンサにより、原盤１２の球面との衝突が
防止されるようになっている。移動光学テーブル３２に導かれたレーザ光１５は、ビーム
エキスパンダ３３により所望のビーム形状に整形された後、ミラー３８および対物レンズ
３４を介して、原盤１２の球面上に形成されたレジスト層へ照射される。球面を有する原
盤１２は、スピンドルモータ３５に接続されたターンテーブル３６上に載置されている。
そして、原盤１２を回転させるとともに、レーザ光１５を原盤１２の回転半径方向に移動
させながら、原盤１２上のレジスト層へレーザ光を間欠的に照射することにより、レジス
ト層の露光工程が行われる。レーザ光１５の移動は、移動光学テーブル３２を矢印Ｒ方向
へ移動することによって行われる。
　第５の実施形態に係る露光装置において、上記以外のことは第１の実施形態と同様であ
る。
【００７９】
［エッチング装置の構成］
　図１４は、上述の構成を有するマスタを作製するためのエッチング装置の構成の一例を
示す概略図である。エッチング反応槽４１内に、球面電極４６と、この球面電極４６と対
向する対向電極４７とを備えている。球面電極４６は、対向電極４７と対向する側に球面
を有し、この球面上に原盤１２が載置される。球面電極４６は、球面状の原盤１２を着脱
可能に構成されている。球面電極４６は、例えば、球面状の原盤１２の球面とほぼ同一ま
たは相似の球面を有する。
　第５の実施形態に係るエッチング装置において、上記以外のことは第１の実施形態と同
様である。
【００８０】
＜６．第６の実施形態＞
　図１５Ａは、本発明の第６の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略平面図で
ある。図１５Ｂは、図１５Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図である。図１
５Ｃは、図１５ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図１５Ｄは、図
１５ＢのトラックＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。図１６は、図１５に示した
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光学素子の一部を拡大して表す斜視図である。
【００８１】
　第６の実施形態は、構造体３が基体表面に対して傾斜している点において、第１の実施
形態とは異なっている。構造体３が基体表面に対して２以上の異なる方向を向いていても
よい。具体的には、構造体３が、例えば、基体表面の法線方向に対して、所定の角度を持
って２以上の異なる方向に斜めに形成されているようにしてもよい。また、構造体３が、
複数の領域を有し、各領域に応じて構造体の方向が異なるようにしてもよい。
　第６の実施形態に係る光学素子において、上記以外のことは第１の実施形態と同様であ
る。
【００８２】
［マスタの構成］
　図１７は、上述の構成を有する光学素子を作製するためのマスタの構成の一例を示す。
図１７に示すように、マスタ１１は、円盤状の原盤１２の表面に凹部である構造体１３が
多数配列された構成を有している。この構造体１３は、光学素子１の使用環境下の光の波
長以下、例えば可視光の波長と同程度のピッチで周期的に２次元配列されている。構造体
１３は、例えば、同心円状またはスパイラル状のトラック上に配置されている。
　第６の実施形態に係るマスタにおいて、上記以外のことは第１の実施形態と同様である
。
【００８３】
［露光装置の構成］
　図１８は、上述の構成を有するマスタを作製するための露光装置の構成の一例を示す概
略図である。第６の実施形態に係る露光装置は、第５の実施形態のものと同様である。但
し、第６の実施形態では、図１８に示すように、ターンテーブル３６にはディスク状の原
盤１２が載置され、この原盤１２の無機レジストに対して、レーザ光が照射されて露光が
行われる。
【００８４】
［エッチング装置の構成］
　図１９は、上述の構成を有するマスタを作製するためのエッチング装置の構成の一例を
示す概略図である。エッチング反応槽４１内に、凹凸面電極４８と、この凹凸面電極４８
と対向する対向電極４７とを備えている。凹凸面電極４８は、対向電極４７と対向する側
に凹凸面を有し、この凹凸面上に原盤１２が載置される。
【００８５】
　上述の構成を有するエッチング装置では、高周波電源４５により対向電極４７と凹凸面
電極４８との間に高周波電圧が印加されると、電圧降下により、凹凸面電極４８の凹凸面
に応じた方向に電界が発生する。プラズマ中のプラスイオンは、円盤状の原盤１２の主面
に斜め方向などに入射し、異方性エッチングが行われる。また、凹凸面電極４８の凹凸形
状を適宜調整することで、凹凸面電極４８の凹凸面を用いて、２以上の異なる方向に原盤
１２を異方性エッチングすることができる。また、凹凸面電極４８の凹凸形状を適宜調整
することで、凹凸面電極４８の凹凸面を用いて、原盤１２の表面の領域に応じて、異方性
エッチングの方向を変化させることも可能である。
　第６の実施形態に係るエッチング装置において、上記以外のことは第１の実施形態と同
様である。
【００８６】
［光学素子の製造方法］
　図２０～図２１を参照して、本発明の第６の実施形態に係る光学素子の製造方法につい
て説明する。
【００８７】
（レジスト成膜工程）
　まず、図２０Ａに示すように、円盤状の原盤１２を準備する。この原盤１２は、例えば
ガラス原盤である。次に、図２０Ｂに示すように、スパッタリング法により無機レジスト
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層１４を円盤状の原盤１２の一主面に成膜する。無機系レジストとしては、例えば、タン
グステンやモリブデンなどの１種または２種以上の遷移金属からなる金属酸化物を用いる
ことができる。
【００８８】
（露光工程）
　次に、図２０Ｃに示すように、図１８に示した露光装置を用いて、原盤１２を回転させ
ると共に、レーザ光（露光ビーム）１５を無機レジスト層１４に照射する。このとき、レ
ーザ光１５を原盤１２の高さ方向に移動させながら、レーザ光１５を間欠的に照射するこ
とで、無機レジスト層１４を全面にわたって露光する。これにより、レーザ光１５の軌跡
に応じた潜像１６が、例えば、可視光波長と同程度のピッチで無機レジスト層１４の全面
にわたって形成される。
【００８９】
（現像工程）
　次に、原盤１２を回転させながら、無機レジスト層１４上に現像液を滴下して、図２１
Ａに示すように、無機レジスト層１４を現像処理する。無機レジスト層１４をポジ型のレ
ジストにより形成した場合には、レーザ光１５で露光した露光部は、非露光部と比較して
現像液に対する溶解速度が増すので、図２１Ａに示すように、潜像（露光部）１６に応じ
たパターンが無機レジスト層１４に形成される。
【００９０】
（エッチング工程）
　次に、図１９に示したエッチング装置を用いて、原盤１２の上に形成された無機レジス
ト層１４のパターン（レジストパターン）をマスクとして、原盤１２の表面をエッチング
処理する。これにより、図２１Ｂに示すように、円盤状の原盤１２の一主面に対して、斜
め方向などの種々の方向に向かう構造体１３が形成される。また、必要に応じて、エッチ
ング処理とアッシング処理を交互に行うようにしてもよい。このようにすることで、種々
の曲面を有する構造体１３を形成することができる。
　以上により、構造体３が基体表面に対して斜め方向などに向かって形成されたマスタ１
１が得られる。
【００９１】
（複製工程）
　次に、マスタ１１と紫外線硬化樹脂を塗布したアクリルシートなどの基体２とを密着さ
せ、紫外線を照射し紫外線硬化樹脂を硬化させた後、マスタ１１から基体２を剥離する。
これにより、図２１Ｃに示すように、目的とする光学素子１が作製される。
【００９２】
＜７．第７の実施形態＞
　図２２Ａは、本発明の第７の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略平面図で
ある。図２２Ｂは、図２２Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図である。図１
９Ｃは、図２２ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図２２Ｄは、図
１９ＢのトラックＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。図２３は、図２２に示した
光学素子の一部を拡大して表す斜視図である。
【００９３】
　第７の実施形態に係る光学素子１は、凹部である構造体３が基体表面に多数配列されて
いる点において、第１の実施形態のものとは異なっている。この構造体３の形状は、第１
の実施形態における構造体３の凸形状を反転して凹形状としたものである。
【００９４】
＜８．第８の実施形態＞
　第８の実施形態は、無機レジスト層１４を現像処理して凹凸パターンを作製したものを
マスタとして直接用いる点において、第１の実施形態のもとは異なっている。
【００９５】
　具体的には、以下のようにして光学素子を作製する。
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　まず、レジスト成膜工程から現像工程までの工程を、第１の実施形態と同様にして行う
。これにより、六方格子パターンまたは準六方格子パターンの凹部が無機レジスト層１４
に形成される。次に、このようなパターンが無機レジスト層１４に形成された原盤１２を
マスタとして、光学素子１を以下のようにして作製する。すなわち、このマスタと紫外線
硬化樹脂を塗布したアクリルシートなどの基体２とを密着させ、紫外線を照射し紫外線硬
化樹脂を硬化させた後、マスタ１１から基体２を剥離する。
　第８の実施形態において、上記以外のことは第１の実施形態と同様である。
【００９６】
　第８の実施形態によれば、金属原盤やシートなどの原盤１２に対して、高剛性の無機レ
ジスト層１４をスパッタリング法により成膜し、この無機レジスト層１４に露光および現
像を施すことで無機レジスト層１４に凹凸パターンを形成する。このため、無機レジスト
層１４の凹凸パターンを有する原盤１２を直接スタンパとして用いることができる。
【００９７】
　これに対して、有機レジストを用いた場合、有機レジストが柔らかく、有機レジストの
凹凸パターンを有する原盤を直接スタンパして用いることは困難である。このため、有機
レジストの原盤（凹凸パターン）に導電化膜層を形成後、電気メツキ法によりニッケルメ
ツキ層を形成し、これを剥離することで凹凸パターンのスタンパを作製する必要がある。
さらに、必要に応じて、所定のサイズにトリーミングすることもある。このように、有機
レジストを用いた場合には、スタンパが完成するまでに複雑な工程が必要となる。
【００９８】
＜９．第９の実施形態＞
［液晶表示装置の構成］
　図２４は、本発明の第９の実施形態に係る液晶表示装置の構成の一例を示す。図２４に
示すように、この液晶表示装置は、光を出射するバックライト７３と、バックライト７３
から出射された光を時間的空間的に変調して画像を表示する液晶パネル７１とを備える。
液晶パネル７１の両面にはそれぞれ、偏光子７１ａ、７１ｂが設けられている。液晶パネ
ル７１の表示面側に設けられた偏光子７１ｂには、光学素子１が設けられている。本発明
では、光学素子１が一主面に設けられた偏光子７１ｂを反射防止機能付き偏光子７２と称
する。この反射防止機能付き偏光子７２は、反射防止機能付き光学部品の一例である。
　以下、液晶表示装置を構成するバックライト７３、液晶パネル７１、偏光子７１ａ、７
１ｂ、および光学素子１について順次説明する。
【００９９】
（バックライト）
　バックライト７３としては、例えば直下型バックライト、エッジ型バックライト、平面
光源型バックライトを用いることができる。バックライト７３は、例えば、光源、反射板
、光学フィルムなどを備える。光源としては、例えば、冷陰極蛍光管（Cold Cathode Flu
orescent Lamp：ＣＣＦＬ）、熱陰極蛍光管（Hot Cathode Fluorescent Lamp：ＨＣＦＬ
）、有機エレクトロルミネッセンス（Organic ElectroLuminescence：ＯＥＬ）、無機エ
レクトロルミネッセンス（ＩＥＬ：Inorganic ElectroLuminescence）および発光ダイオ
ード(Light Emitting Diode：ＬＥＤ)などが用いられる。
【０１００】
（液晶パネル）
　液晶パネル７１としては、例えば、ツイステッドネマチック（Twisted Nematic：ＴＮ
）モード、スーパーツイステッドネマチック（Super Twisted Nematic：ＳＴＮ）モード
、垂直配向（Vertically Aligned：ＶＡ）モード、水平配列（In-Plane Switching：ＩＰ
Ｓ）モード、光学補償ベンド配向（Optically Compensated Birefringence：ＯＣＢ）モ
ード、強誘電性（Ferroelectric Liquid Crystal：ＦＬＣ）モード、高分子分散型液晶（
Polymer Dispersed Liquid Crystal：ＰＤＬＣ）モード、相転移型ゲスト・ホスト（Phas
e Change Guest Host：ＰＣＧＨ）モードなどの表示モードのものを用いることができる
。
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【０１０１】
（偏光子）
　液晶パネル７１の両面には、例えば偏光子７１ａ、７１ｂがその透過軸が互いに直交す
るようにして設けられる。偏光子７１ａ、７１ｂは、入射する光のうち直交する偏光成分
の一方のみを通過させ、他方を吸収により遮へいするものである。偏光子７１ａ、７１ｂ
としては、例えば、ポリビニルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアル
コール系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルムなどの親水性高
分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料などの二色性物質を吸着させて一軸延伸させたもの
を用いることができる。偏光子７１ａ、７１ｂの両面には、トリアセチルセルロース（Ｔ
ＡＣ）フィルムなどの保護層を設けることが好ましい。このように保護層を設ける場合、
光学素子１の基体２が保護層を兼ねる構成とすることが好ましい。このような構成とする
ことで、反射防止機能付き偏光子７２を薄型化できるからである。
【０１０２】
（光学素子）
　光学素子１は、上述の第１～第４、第６、および第７の実施形態のいずれかのものと同
様であるので説明を省略する。
【０１０３】
　第９の実施形態によれば、液晶表示装置の表示面に光学素子１を設けているので、液晶
表示装置の表示面の反射防止機能を向上することができる。したがって、液晶表示装置の
視認性を向上することができる。
【０１０４】
＜１０．第１０の実施形態＞
［液晶表示装置の構成］
　図２５は、本発明の第１０の実施形態に係る液晶表示装置の構成の一例を示す。図２５
に示すように、この液晶表示装置は、液晶パネル７１の前面側に前面部材７４を備え、液
晶パネル７１の前面、前面部材７４の前面および裏面の少なくとも１つの面に、光学素子
１を備える点において、第９の実施形態のものとは異なっている。図２５では、液晶パネ
ル７１の前面、ならびに前面部材７４の前面および裏面のすべての面に、光学素子１を備
える例が示されている。液晶パネル７１と前面部材７４との間には、例えば空気層が形成
されている。上述の第９の実施形態と同様の部分には同一の符号を付して説明を省略する
。なお、本発明において、前面とは表示面となる側の面、すなわち観察者側となる面を示
し、裏面とは表示面と反対となる側の面を示す。
【０１０５】
　前面部材７４は、液晶パネル７１の前面（観察者側）に機械的、熱的、および耐候的保
護や、意匠性を目的として用いるフロントパネルなどである。前面部材７４は、例えば、
シート状、フィルム状、または板状を有する。前面部材７４の材料としては、例えば、ガ
ラス、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、ポリエステル（ＴＰＥＥ）、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリアミド（ＰＡ）、アラミド、ポリエ
チレン（ＰＥ）、ポリアクリレート、ポリエーテルスルフォン、ポリスルフォン、ポリプ
ロピレン（ＰＰ）、ジアセチルセルロース、ポリ塩化ビニル、アクリル樹脂（ＰＭＭＡ）
、ポリカーボネート（ＰＣ）などを用いることができるが、特にこれらの材料に限定され
るものではなく、透明性を有する材料であれば用いることができる。
【０１０６】
　第１０の実施形態によれば、第９の実施形態と同様に、液晶表示装置の視認性を向上す
ることができる。
【実施例】
【０１０７】
　以下、実施例によりこの発明を具体的に説明するが、この発明はこれらの実施例のみに
限定されるものではない。
【０１０８】
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（実施例１）
　まず、タングステン（Ｗ）およびモリブデン（Ｍｏ）の酸化物からなる無機レジスト層
を、スパッタリング法により円盤状の石英基板上に成膜した。次に、この無機レジスト層
に、図１８に示した露光装置を用いて準六方格子パターンの潜像を形成した。その後、レ
ジスト層に対して現像処理を施して、レジストパターンを作製した。現像液としては、２
．３８％水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液（東京応化工業（株））を用いた。
【０１０９】
　次に、ＲＩＥエッチングで石英基板をエッチングするプロセスと、アッシングによりレ
ジストパターンを除去し開口径を広げるプロセスとを繰り返し行った。なお、エッチング
は、図１９に示した凹凸面電極を有するエッチング装置を用いて行った。上述の工程によ
り、石英基板の表面が露出している準六方格子パターン径が徐々に広がりながら、石英基
板表面に対して斜め方向などにエッチングが進行し、その他の領域はレジストパターンが
マスクとなりエッチングされなかった。これにより、石英基板の表面に対して斜めなどの
方向に向かう凹部が形成された。最後に、アッシングによりレジストパターンを完全に除
去した。以上により、目的とするディスクマスタが得られた。
【０１１０】
　次に、作製したディスクマスタ上に紫外線硬化樹脂を塗布した後、アクリル板を紫外線
硬化樹脂上に密着させた。そして、紫外線を照射して紫外線硬化樹脂を硬化させ、ディス
クマスタから剥離した。以上により、目的とする光学素子が得られた。
【０１１１】
（実施例２）
　エッチング装置の凹凸面電極の凹凸形状を変えた以外は、実施例１と同様にして複製基
板を得た。
【０１１２】
（実施例３）
　まず、外径１２６ｍｍのガラスロール原盤を準備し、このガラスロール原盤の表面に、
タングステン（Ｗ）およびモリブデン（Ｍｏ）の酸化物からなる無機レジスト層をスパッ
タリング法により成膜した。次に、記録媒体としてのガラスロール原盤を、図４に示した
露光装置に搬送し、無機レジスト層を露光した。これにより、１つの螺旋状に連なるとと
もに、隣接する３列のトラック間において準六方格子パターンをなす潜像がレジストにパ
ターニングされた。
【０１１３】
　次に、ガラスロール原盤上の無機レジスト層に現像処理を施して、露光した部分のレジ
ストを溶解させて現像を行った。具体的には、図示しない現像機のターンテーブル上に未
現像のガラスロール原盤を載置し、ターンテーブルごと回転させつつガラスロール原盤の
表面に現像液を滴下してその表面のレジストを現像した。これにより、レジスト層が準六
方格子パターンに開口しているレジストガラス原盤が得られた。なお、現像液としては、
２．３８％水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液（東京応化工業（株））を用いた。
【０１１４】
　次に、ＲＩＥエッチングでガラスロール原盤をエッチングするプロセスと、アッシング
によりレジストパターンを除去し開口径を広げるプロセスとを繰り返し行った。なお、エ
ッチングは、図５に示した円柱電極を有するエッチング装置を用いて行った。上述の工程
により、ガラスロール原盤の表面が露出している準六方格子パターン径が徐々に広がりな
がら、ガラスロール原盤表面に対して垂直方向にエッチングが進行し、その他の領域はレ
ジストパターンがマスクとなりエッチングされなかった。これにより、ガラスロール原盤
の表面に対して垂直方向に向かう凹部が形成された。最後に、アッシングによりレジスト
パターンを完全に除去した。以上により、目的とするガラスロールマスタが得られた。
【０１１５】
　次に、作製したガラスロールマスタと紫外線硬化樹脂を塗布したアクリルシートとを密
着させ、紫外線を照射し硬化させながら剥離することにより、光学素子を作製した。
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【０１１６】
（形状の評価）
　上述のように作製した光学素子について、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ：Scanning Elect
ron Microscope）により観察を行なった。その結果を図２６に示す。
【０１１７】
　図２６Ａおよび図２６Ｂから、凹凸面電極を用いてエッチングすると、基板に対して斜
め方向に構造体を形成できることがわかる。また、凹凸面電極の凹凸形状を適宜調整する
ことで、領域に応じて構造体の方向を変化させることができることがわかる。
　図２６Ｃから、円柱電極を用いてエッチングすると、基板に対して垂直方向に構造体を
形成できることがわかる。
【０１１８】
　以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【０１１９】
　例えば、上述の実施形態において挙げた構成、形状、および数値などはあくまでも例に
過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、形状、および数値などを用いてもよい。
【０１２０】
　また、上述の実施形態の各構成は、この発明の主旨を逸脱しない限り、互いに組み合わ
せることが可能である。
【０１２１】
　また、上述の実施形態では、曲面（円筒形、球形）有する原盤に対してこの発明を適用
した例について説明したが、本発明はこの例に限定されるものではない。例えば、シート
やテープ（両面）、棒状や針状を有する原盤に対して、所望凹凸パターンを原盤上に形成
し、マスタを作製することも可能である。
【０１２２】
　また、ボックス（直方体）やワイヤーフレームの表面、円筒やボックスの内部などに所
望の凹凸パターンを作製することも可能である。すなわち、ボックス（直方体）やワイヤ
ーフレームの表面、円筒やボックスの内部などに、無機レジストをスパッタリング法で成
膜することにより、均一な膜厚で、平滑なレジスト膜を形成する。次に、無機レジスト膜
をステッパーで露光し、種々のパターンを記録し、現像することにより、凹凸パターンを
形成することができる。
【０１２３】
　また、楕円球（ラグビーボール型）、円錐形、多数の穴あり原盤、凹部を有する原盤、
凸部を有する原盤などに、均一な膜厚であり平滑な無機レジスト膜を成膜し、露光現像す
ることにより、所望の凹凸パターンを形成することも可能である。
【０１２４】
　また、ディスプレイなどに用いられる、凹凸部を有する基板やデバイスなど、あるいは
波上や曲面を有する基板やデバイスなどにも適用可能である。
【０１２５】
　また、上述の実施形態において、円柱電極、および球面電極の表面に凹凸形状を形成す
るようにしてもよい。このようにすることで、円筒状の原盤、および球面状の原盤の表面
に対して斜め方向などに構造体を形成することができる。
【０１２６】
　また、上述の実施形態では、光学素子、エッチング装置の電極が、円筒面、および球面
である場合を例として説明したが、光学素子、エッチング装置の電極の形状はこれに限定
されるものではない。これ以外の曲面の形状としては、例えば、双曲面、自由曲面、楕円
面などの種々の曲面を用いることも可能である。
【０１２７】
　また、上述の実施形態では、無機レジストを用いて光学素子などを作製する場合につい
て説明したが、有機レジストを用いることも可能である。
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【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】図１Ａは、本発明の第１の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略平面
図、図１Ｂは、図１Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図、図１Ｃは、図１Ｂ
のトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図、図１Ｄは、図１ＢのトラックＴ２、Ｔ４
、・・・における断面図である
【図２】図２は、図１に示した光学素子の一部を拡大して表す斜視図である。
【図３】図３Ａは、マスタの構成の一例を示す斜視図、図３Ｂは、図３Ａに示したマスタ
の一部を拡大して表す平面図である。
【図４】図４は、マスタを作製するための露光装置の構成の一例を示す概略図である。
【図５】図５は、マスタを作製するためのエッチング装置の構成の一例を示す概略図であ
る。
【図６】図６Ａ～図６Ｃは、本発明の第１の実施形態に係る光学素子の製造方法について
説明する工程図である。
【図７】図７Ａ～図７Ｃは、本発明の第１の実施形態に係る光学素子の製造方法について
説明する工程図である。
【図８】図８は、本発明の第２の実施形態に係る光学素子の製造に用いる露光装置の構成
の一例を示す概略図である。
【図９】図９は、本発明の第２の実施形態に係る光学素子の製造に用いる露光装置の構成
の一例を示す概略図である。
【図１０】図１０Ａは、本発明の第４の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略
平面図である。図１０Ｂは、図１０Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図であ
る。図１０Ｃは、図１０ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図１０
Ｄは、図１０ＢのトラックＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。
【図１１】図１１Ａは、本発明の第５の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略
平面図である。図１１Ｂは、図１２Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図であ
る。図１１Ｃは、図１１ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図１１
Ｄは、図１１ＢのトラックＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。
【図１２】図１２Ａは、マスタの構成の一例を示す側面図、図１２Ｂは、図１２Ａに示し
たマスタの一部を拡大して表す平面図である。
【図１３】図１３は、マスタを作製するための露光装置の構成の一例を示す概略図である
。
【図１４】図１４は、マスタを作製するためのエッチング装置の構成の一例を示す概略図
である。
【図１５】図１５Ａは、本発明の第６の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略
平面図である。図１５Ｂは、図１５Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図であ
る。図１５Ｃは、図１５ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図１５
Ｄは、図１５ＢのトラックＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。
【図１６】図１６は、図１５に示した光学素子の一部を拡大して表す斜視図である。
【図１７】図１７Ａは、マスタの構成の一例を示す平面図、図１７Ｂは、図１７Ａに示し
たマスタの一部を拡大して表す平面図である。
【図１８】図１８は、マスタを作製するための露光装置の構成の一例を示す概略図である
。
【図１９】図１９は、マスタを作製するためのエッチング装置の構成の一例を示す概略図
である。
【図２０】図２０Ａ～図２０Ｃは、本発明の第６の実施形態に係る光学素子の製造方法に
ついて説明する工程図である。
【図２１】図２１Ａ～図２１Ｃは、本発明の第６の実施形態に係る光学素子の製造方法に
ついて説明する工程図である。
【図２２】図２２Ａは、本発明の第７の実施形態に係る光学素子の構成の一例を示す概略
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平面図である。図２２Ｂは、図２２Ａに示した光学素子の一部を拡大して表す平面図であ
る。図１９Ｃは、図２２ＢのトラックＴ１、Ｔ３、・・・における断面図である。図２２
Ｄは、図１９ＢのトラックＴ２、Ｔ４、・・・における断面図である。
【図２３】図２３は、図２２に示した光学素子の一部を拡大して表す斜視図である。
【図２４】図２４は、本発明の第９の実施形態に係る液晶表示装置の構成の一例を示す断
面図である。
【図２５】図２５は、本発明の第１０の実施形態に係る液晶表示装置の構成の一例を示す
断面図である。
【図２６】図２５Ａは、実施例１の光学素子のＳＥＭ写真、図２５Ｂは、実施例２の光学
素子のＳＥＭ写真、図２５Ｃは、実施例３の光学素子のＳＥＭ写真である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１　　光学素子
　２　　基体
　３　　構造体
　１１　　マスタ
　１２　　原盤
　１３　　構造体
　１４　　無機レジスト層
　１５　　レーザ光
　１６　　潜像
　４１　　エッチング反応槽
　４２　　円柱電極
　４３、４７　　対向電極
　４４　　ブロッキングコンデンサ
　４５　　高周波電源
　４６　　球面電極
　４７　　対向電極
　４８　　凹凸面電極
　７１　　液晶パネル
　７１ａ、７１ｂ　　偏光子
　７２　　反射防止機能付き偏光子
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】
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